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   （午前10時０分開議） 

  （よこはた議長議長席に着く） 

○議長（よこはた和幸君） おはようございま

す。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  報道機関による傍聴席での撮影及び録音の

許可についてでありますが、神戸新聞社、朝

日新聞社より、本日の本会議の模様を撮影及

び録音したい旨の申出があり、許可いたしま

したので、御報告申し上げておきます。 

  次に、市長より、５月11日付をもって「議

会の委任に基づく市長専決処分の報告」が、

また監査委員より、４月23日付をもって「監

査の結果に関する報告」がそれぞれ提出をさ

れましたので、いずれもお手元に送付いたし

ておきましたから、御了承願います。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

○議長（よこはた和幸君） 日程によりまして、

日程第１ 第46号議案より日程第８ 第53号

議案に至る８議案、一括議題に供します。 

  それでは、当局の説明を求めます。 

  正木行財政局長。 

○行財政局長（正木祐輔君） ただいま上程に

なりました諸議案中、第46号議案につきまし

て御説明申し上げます。 

  令和８年第１回定例市会（５月議会）提出

議案の66ページを御覧ください。 

  第46号議案神戸市市税条例の一部を改正す

る条例の件は、地方税法の改正に伴い、個人

市民税、固定資産税等に関する規定を改正し

ようとするものであります。 

  何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、三重野文化

スポーツ局長。 

○文化スポーツ局長（三重野雅文君） ただい

ま上程になっております諸議案中、第48号議

案につきまして御説明申し上げます。 

  99ページを御覧ください。 

  第48号議案雲井通５丁目地区再開発ビル公

益施設内装等整備事業委託契約に係る変更の

件は、株式会社大林組と174億4,083万円で変

更契約を締結しようとするものであります。 

  何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、原建設局長。 

○建設局長（原 正太郎君） ただいま上程に

なっております諸議案中、第49号議案につき

まして御説明を申し上げます。 

  100ページを御覧ください。 

  第49号議案神戸新交通ポートアイランド線

（みなとじま駅・南公園駅）耐震補強業務に

関する基本協定締結の件は、８億円で神戸新

交通株式会社と工事に関する協定を締結しよ

うとするものであります。 

  何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、松崎都市局

長。 

○都市局長（松崎吉希君） ただいま上程にな

っております諸議案中、第50号議案及び第51

号議案につきまして、一括御説明申し上げま

す。 

  101ページを御覧ください。 

  第50号議案新バスターミナルビル周辺デッ

キ屋根その他工事請負契約締結の件は、大林

ファシリティーズ・関西建設工業特定建設工

事共同企業体が21億8,350万円で落札いたし

ましたので、契約しようとするものでありま

す。 

  102ページを御覧ください。 

  第51号議案神戸市役所本庁舎２号館再整備

事業契約に係る変更の件は、オリックス不動

産株式会社ほか６社と216億1,290万4,000円

で変更契約を締結しようとするものでありま

す。 

  以上、何とぞよろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 
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○議長（よこはた和幸君） 次に、増田建築住

宅局長。 

○建築住宅局長（増田 匡君） ただいま上程

になっております諸議案中、第52号議案につ

きまして御説明申し上げます。 

  104ページを御覧ください。 

  第52号議案（仮称）王塚住宅12号棟建設工

事請負契約締結の件は、湊建設工業株式会社

が13億4,860万円で落札いたしましたので、

契約しようとするものであります。 

  何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、上山消防局

長。 

○消防局長（上山 繁君） ただいま上程にな

っております諸議案中、第47号議案及び第53

号議案につきまして、一括御説明申し上げま

す。 

  97ページを御覧ください。 

  第47号議案神戸市消防賞慰金支給条例の一

部を改正する条例の件は、支給額に関する規

定を改正しようとするものであります。 

  105ページを御覧ください。 

  第53号議案物品取得の件（高規格救急自動

車）は、兵庫トヨタ自動車株式会社が１億2,

513万6,000円で落札いたしましたので、契約

しようとするものであります。 

  以上、何とぞよろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（よこはた和幸君） 以上で関係当局の

説明は終わりました。 

  本件に関し質疑の通告がございますので、

これより発言を許可いたします。 

  50番森本 真君。 

  （50番森本 真君登壇）（拍手） 

○50番（森本 真君） 日本共産党の森本 真

です。日本共産党神戸市会議員団を代表して、

ただいま上程されました議案のうち、第48号

議案雲井通５丁目地区再開発ビル公益施設内

装等整備事業委託契約に係る変更の件及び第

51号議案神戸市役所本庁舎２号館再整備事業

契約の変更の件について、市長に対して質問

します。 

  第48号議案は、雲井通５丁目ビルの図書館

と大ホールの内総費用について、164億円か

ら174億円に10億円の増の議案、第51号議案

は、神戸市役所２号館の整備費用について、

110億円が216億円と106億円増の２倍になる

議案です。どのような理由で大幅増額になっ

たのか、端的にお答えください。よろしくお

願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私から２点御答弁を

させていただきます。 

  第48号議案の雲井通５丁目地区再開発ビル

公益施設内装等整備事業の件について回答さ

せていただきます。 

  雲井通５丁目再開発ビルに入ります新・神

戸文化ホール及び新・三宮図書館の内装整備

につきましては、本年７月に着工を見込んで

おり、ホールは令和10年６月頃、図書館は令

和10年２月頃の開館を予定しているところで

ございます。 

  本事業につきましては、事業者と締結いた

しました雲井通５丁目地区再開発ビル公益施

設内装等整備事業委託契約中の条項におきま

して、賃金または物価水準の変動や特別な要

因により主要な工事材料の価格が著しい変動

が生じた場合等には、金額の変更に対応する

旨を規定しているところでございます。 

  全国的に建設費高騰が継続している状況を

踏まえ、事業費につきまして、事業者と協議

を行った結果、事業全体の物価上昇額につき

ましては、建設工事が約５億円、設備工事等

約６億円等を含め、計約12億円と算出された

ものでございます。 

  事業契約において、事業費増額分の1.5％

までは事業者が負担し、これを超過する分に

つきましては神戸市が負担する旨の規定をし
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ていることから、事業費増額分1.5％相当の

約２億円を事業者負担、残りの約10億円を本

市負担としたところでございます。 

  その上で、令和８年度当初予算におきまし

て、事業費の増額及び債務負担行為の再設定

を行っておりまして、このたび、委託契約金

額を164億円から174億円に変更しようとする

ものでございます。 

  ２点目、第51号議案市役所２号館本庁舎再

整備事業について回答させていただきます。 

  本庁舎２号館再整備事業につきましては、

令和４年８月に公募により決定しましたオリ

ックス不動産株式会社をはじめとする計７社

の落札事業者を相手方としまして、同年12月

に市会の議決も得まして、事業契約を締結し

ているところでございます。 

  事業契約では、物価水準、工事材料価格な

どの著しい変動があった場合、市は事業者と

協議の上で、その相当額を施設整備費等に反

映することができる旨の規定があり、今回の

契約変更はこれに基づいて実施しようとする

ものでございます。 

  本事業を取り巻く状況としましては、全国

的に建設費高騰が継続しており、特に設備部

門において、その傾向が顕著となっていると

ころでございます。 

  その中で、今回の事業費につきましては、

十分な精査を行うとともに、外装の仕様見直

しや昇降機設備の集約配置といったコスト縮

減の努力を積み重ねてまいりましたが、特に

設備部門におきましては、高騰する資材費や

労務費等の実勢を踏まえ、やむを得ず増額が

必要となったものでございます。 

  そのため、令和８年度当初予算におきまし

て、事業費の増額及び債務負担行為の再設定

を行っており、その予算の範囲内で事業契約

の金額を110億円から約216億円へと変更しよ

うとするものでございます。 

  ２号館再整備事業につきましては、三宮再

整備の中核事業として、庁舎の再整備ととも

に、三宮駅周辺とウォーターフロント等をつ

なぐ重要な結節点におきまして、新たなにぎ

わい創出と回遊性の向上を図る等、大変重要

な事業でありますことから、引き続き官民連

携の下に、着実にしっかりと推進していきた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） いろいろと建設費の高

騰が原因でということと、契約にある物価ス

ライド条項等で今回の議案が提案されたとい

うことが述べられました。 

  現在、原油やナフサ不足など、大きな問題

となっていますイラン戦争、中東情勢の影響

は、今回は加味されていないとお聞きしまし

たが、本当でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 現時点の事業費の精

査は、現時点で把握できる情勢を踏まえ、建

設物価指標等、様々な指標を参考にして算出

したものでございまして、今後のナフサ等の

―― 今、イラン情勢につきましてはどうなる

か国内でも分かってございませんので、その

点につきましては加味してございません。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 加味されてないという

ことですけども、今、全国各地で様々な建設

関係のところでも大きな問題になっています。

そうすると、今回のいろんな契約の条項の中

身で、今後さらなる増加が見込まれることに

なるんでしょうか、お聞きします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほども申し上げま

したが、２つの事業につきましては、神戸市

として様々な仕様の見直し等によるコスト縮

減等をやりつつ、今回の物価高騰に対応する

ため、事業費の変更をお願いしているところ
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でございます。 

  今後につきましては、今後の情勢をしっか

り見極めて、その都度適時適切に判断してま

いりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 適時適切にと言われま

したけども、今、状況を見ても下がることは

ないとは思います。まだまだ上がり続ける可

能性もあると思います。 

  そういう中で、本当に先の見えない資材高

騰や物価高騰が続く中、全国的に建設費の高

騰が大きな問題になっていまして、名古屋や

福岡をはじめ、都市の再開発など大型プロジ

ェクトが中止・延期が相次いでいます。 

  今回の特に２号館などをはじめ、民間の経

営判断で中止に追い込まれるような事業の中

に市役所を入れて、中止になったら市役所も

できないようなこのスキームは大きな問題で

はないかと私は思っているんですけど、その

点いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 中原都心再整備本

部長。 

○理事兼都心局都心再整備本部長（中原 信

君） 今、先生おっしゃられました全国的な

状況というのは、もちろん我々も承知をして

ございます。 

  今回の２号館再整備事業におけます民間事

業者につきましても、当然建設費の高騰の影

響を受けております。 

  その中で、他都市におきましては、中止や

延期という事例もある中で、２号館再整備事

業の民間事業者におきましては、その影響を

しっかりと受けていながらも、この事業の必

要性を十分に認識をしていただいておりまし

て、当初に比べて追加の投資、それから事業

継続の意思、これを固めていただいていると

ころでございまして、現在も前向きに取組を

進めていただいているところでございます。 

  三宮再整備は、御承知のように、公共投資

もありますけれども、民間投資を誘発すると

いうことが非常に大きな目的の１つでござい

ます。その投資によって、三宮あるいは神戸

全体のまちの活性化を図るということを目指

しておりますので、我々としましては、当然

市の財政状況というのは考慮する必要がござ

いまして、それは考慮しておりますが、この

ような民間投資を誘引するプロジェクトはし

っかり進めていく必要があると思っておりま

す。 

  それから、民間と合築といいますか、一緒

に事業をやるということが問題ではないかと

いう御指摘ございましたが、今回の契約事業

の中身は、民間の部分と庁舎の部分はきちん

と分けて契約をしてございますので、民間の

ほうが上がったから庁舎も上がるとか、民間

の部分を庁舎が引き受けるとか、そういうこ

とは一切ございませんので、その点について

は問題はないと我々としては思ってございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 今、三宮再整備の目的

いろいろ述べられました。三宮再整備のいわ

ゆる超高層ビルは、ラグジュアリーなホテル、

オフィス、商業施設と行政施設を民間主導で

行っているのが特徴です。 

  久元市長は2017年１月の市長会見で、２号

館について建て替えを決めたわけではなく、

構想の中身もまだ何もないと言いながら、に

ぎわいを生み出すような機能を入れるという

発言から、この２号館の再整備が始まりまし

た。にぎわいをつくり出すために民間主導で

行い、物価高騰だからといって、事業費が２

倍にも膨れ上がる。その民間は――オリック

スは事業計画しますと言ったらしいですけど、

資材高騰や物価高騰で今後の見通しを加味し

て採算を考えたら、中止や延期をせざるを得

ない状況が全国あちこちで見られているんで
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す。民間が撤退したら市役所もできない。こ

のスキームを主導したのは市長じゃないかと

私は思っているんですが、市長いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） この三宮再整備は、20

15年だったと思いますけれども、三宮の再整

備の基本構想をつくり、都心全体のプランを

作成をする。その過程でも様々な市民の皆さ

んの御意見をいただき、１つ１つ計画を積み

上げてきました。 

  市役所の２号館の再整備は、これは市役所

の―― もう解体しましたけれども―― この旧

２号館は、これは新しい庁舎として造らなけ

ればいけないということと、それから、三宮

及び都心の活性化、この両方を目指すプロジ

ェクトとして推進をしてきたところです。 

  現下の情勢は不透明なところがありますが、

これはそれぞれの時期に必要な議案を提出を

し、議会でもしっかりと議論をしていただき

まして、議論を積み重ねて、そしていろいろ

な事業を組み合わせながら進めてきたところ

でありまして、民間事業者との間の信頼関係

もしっかり構築できると考えております。 

  全国の各地で中止があったり、延期があっ

たりしている事業はそうですけれども、それ

はそれぞれの個々の事業に基づくものであり

まして、神戸市のこの２号館の再整備を含む

プロジェクトにつきましては、この議会でも

しっかり御論議をいただいて積み重ねてきた

ところでありまして、既定の方針に基づいて

進めていきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） なぜ行政施設があった

２号館をにぎわい施設なのかと。これはなぜ

三宮再整備が民間主導なのかという問題にも

当たると思います。 

  特定都市再生緊急整備地域に指定をして、

国土交通省から優良な民間都市再生事業計画

と認定されると、認定を受けた事業者には金

融支援や税制上の特例措置を受けることがで

きます。これが民間事業者の大きなメリット

になっています。 

  ２号館の計画は、当初、地上24階だったの

が、29階へと計画変更されました。当初の建

設費の総額の明示もなく、行政施設である市

庁舎や市民利用空間の変更内容も明らかには

されていません。業者とコストの協議を行っ

ていると言われましたが、昨年・今年と債務

負担行為の２回の変更を行っています。民間

事業者の言い値ではないかと言われても仕方

ないではないかというふうに思いますが、い

かがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 中原都心再整備本

部長。 

○理事兼都心局都心再整備本部長（中原 信

君） まず、階数のことを少し御説明させて

いただきたいと思うんですが、先生、24階と

おっしゃっているのは、このオリックス不動

産を代表とする民間事業者を選んだときの提

案書のことだと思います。これは事業者を選

ぶときに、事業者のほうから提案をしていた

だいたということなので、それを選んだ後に、

それをベースにしまして、それから設計をス

タートしているという経緯がございます。設

計をスタートするに当たりましては、当然そ

の提案をベースにするんですけれども、より

よいものがないかとか、あるいは景観の協議

におきまして、もっとそういうものがよくな

らないかということを当然考えながらやると

いうことになりまして、そういったいろんな

変更を加えておるんですけども、一番大きな

要因は設備のスペースですね。いわゆる機械

室というのが当初の提案では高層部の真ん中

辺りに集約して配置をされていました。それ

はそれで別におかしなことではないんですが、

低層部のメンテナンスとか、設備の配管等を

考えますと、設備スペースは低層部にあった
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ほうがいいのではないか、庁舎も低層部にあ

りますので、メンテナンスもしやすいんじゃ

ないかというような議論がありまして、低層

部に設備スペースを主として移すということ

を判断しました。その結果、低層部にありま

した用途の面積を高層部に集約するというよ

うなことになりまして、全体の面積は大きく

変わっておりませんが、そういったことを変

更いたしました。 

  今のお話は、低層部の西側に設備室はまと

めていくということについて、西日で一般的

にオフィスの執務環境というのは西があまり

よくないということもございます。それから、

そういうところをもしも設備スペースにする

ことで、省エネ性能にも貢献ができるという

ことで、結果、24階がまず27階になりました。 

  その後、28階・29階になったのは、計画の

変更じゃございませんで、１つ、３階に免震

層というのがございます。これは地震に強い

建物ということなんですが、これが基準法上

の解釈で、階に算定される場合と算定されな

い場合がございまして、当初は算定されない

というふうに考えておったんですが、建築確

認検査機関との協議で算定が必要だというこ

とになりましたので、計画が変わったわけで

はなくて、階の階数の数え方が変わったとい

うことで28階になりまして、さらに、塔屋と

いいまして、屋上のところに、これも設備ス

ペースがあるんですが、こちらのほうも基準

法上の解釈で、塔屋のうち、１階は階数に算

定をするということになりましたので、29階

ということで現在なっております。ですので、

必要な変更を加えた結果、そうなったという

ことでございます。 

  ちなみに、設計後、例えば令和５年に、先

生もおっしゃいました緊急整備地域に基づく

都市計画の審議を都計審にしていただいたと

きには、27階という御説明をしておりますし、

令和６年にシティ・ホール構想というのを当

時の常任委員会でも御説明させていただきま

したが、そのときは28階という御説明もさせ

ていただいているところでございます。 

  それから、２回の変更という話がありまし

た。予算のお話だと思うんですけども、令和

７年度の当時は、いろんな事象を判断して、

一旦173億ということで債務負担行為を設定

させていただいたところでございますが、そ

の後、先ほどの答弁にもありましたように、

令和７年度予算をセットした以降も、特にそ

の設備を中心にして、非常にその高騰が顕著

で、それが止まらないということでございま

すので、令和８年度につきましては、改めて

そこを加味した数字を予算としてお願いをし

て、今回の変更の議案になっているというこ

とでございます。つまり、民間事業者の言い

なりでは全くございませんので、御理解をお

願いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 中原さんからるる詳し

く述べられましたが、ホームページを見ても、

そんなこといっこも載ってないですよ、２号

館の再整備。市長、29階になって、行政施設

はどう変わったのか御存じですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 中原都心再整備本

部長。(「市長に聞いてる、市長に。」の声

あり) 

○理事兼都心局都心再整備本部長（中原 信

君） 大きな変更はしておりません。今回の

常任委員会の資料にもおつけしておりますけ

ども、低層部に市民利用空間と庁舎がありま

す。それから商業施設があります。それから

オフィスのカンファレンス、ホテルのボール

ルームがあります。高層部にはホテルと民間

のオフィスがあります。その構成というのは

変わっておりませんので、階数の件につきま

しては、今、詳しく御説明したような経緯が

ありますということでございます。 

  庁舎のほうは、もともと低層部にありまし
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て、先ほどの設備スペースの関係で、少しレ

イアウトは変わっておりますけども、全体の

面積とか、基本的な機能というのは、庁舎も

含め民間も含め大きな変更はしてございませ

ん。そういう認識でございます。 

  それから、ホームページの件がありました

ですけども、当初の提案の24階が載っており

ますのは、当初の提案ということでおつけし

ております。 

  それから、最近の状況につきましてもホー

ムページのほうには載せてございますので、

分からないということはないというふうに思

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 市長も手を挙げたんで、

市長御存じですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 中原本部長は大体３日

に１回ぐらい私のところに来られまして、い

ろんな説明を聞いておりますから、それを全

部覚えているわけではありませんが、先ほど

中原本部長から説明があった基本的な部分に

ついては、私も説明を受けておりますし、そ

れは了解をしております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 高さが高くなった、14

0メートルですか。29階になったのはあれで

しょう、１号館より高くして、ホテルの最上

階で夜景が見えるようにということで、景観

審等で審議をされた中身だというふうに思い

ます。 

  階数が増えているのに、市役所本庁２号館

の再整備というホームページを出すと、最初

のやつはオリックスが提案した24階の中身で

すよ。それに対して行政施設、市役所、市庁

舎と、いわゆる市民が使う空間と、それが何

平米ですよと。オフィスは幾らです。商業施

設はどこそこで幾らですというふうな、ちゃ

んと平米数も含めて書いているんです。 

  そこで問題なのは、一体総事業費が幾らな

のかというのは明確にされていないわけです。

明確にされていないのに、神戸市の持ち床は

変わりませんと。変わらないけど、最初から

言い値かどうかは分かりませんよ。その金額

が妥当かどうか―― 110億円が妥当かどうか

というのも、なかなか検討できないことにな

っているんです。高さが増えて、かつ２回も

債務負担行為を行って、今、倍になっている

わけです。中東の状況を入れなくて、そうい

う中で、本当に市民に説明をしているのか、

議会にも説明しているのかというと、それが

私が納得いかないところです。 

  少し質問をするときに聞いたら、行政施設

は540平米増えましたというふうになってい

るけど、それがどの階で、どうなったかもさ

っぱり分からない。簡単なパースは入ってい

ますけども、具体的に何階がどうかというの

も全然分からない。私は理解できなかった。

だからそういう状況の下で、契約上、こんな

高くなったから、２倍になったから、あと11

0億円ぽんと出すというのは、もういかがな

ものかというふうに思いますが、市長に聞き

ます、市長に。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 中原都心再整備本

部長。 

○理事兼都心局都心再整備本部長（中原 信

君） ホームページの件につきましては、先

生おっしゃる、確かに過去の経緯の順番に今

載せておりますので、一番最初に提案のとき

の24階が出てくるということにはなっており

ます。 

  その後の変遷も分かるようにはしているつ

もりなんですが、もし分かりにくいという御

指摘であれば、その点につきましては、ほか

のホームページのいろんな要素もございます

ので、さらに分かりやすいような掲示ができ
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ないかというのは検討させていただきたいと

思います。 

  それから、民間含めた総事業費の件でござ

いますが、これは当初、令和４年に議決をお

願いしたときに、110億のときも同じ状況な

んですけれども、詳細につきましては、これ

は民間企業の中の重要情報だということで、

民間企業のほうからは公表はしないというふ

うに聞いておりますので、私のほうからはち

ょっと申し上げることはできませんが、ボリ

ューム感としましては、面積のこともお話が

ありましたけども、何といいますか、こうい

う大規模な建築設計するときはいろんな要素

がありますので、少し面積が変わるというこ

とはあることなんです。それをどこまで細か

く御説明しているかというのは、いろいろ御

判断があるかもしれませんが、先ほども申し

上げましたけども、庁舎としての機能とか必

要な面積というのは、当初も今回も少し動い

ておりますけども、基本的には変わっていな

いという認識でございます。 

  それから、民間と庁舎の面積のこの割合で

すね。これも当初から今まで、庁舎のほうが

３で、民間のほうが大体７ということも変わ

ってございません。民間の総事業費につきま

しては、詳細は申し上げられませんけども、

我々の３に当たる部分の投資が216億円とい

うことでございます。面積が２倍強になりま

すので、それぐらいの民間投資はあるという

ことは申し上げられるかというふうに思いま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 総事業費は民間だから

言われないと言いましたけど、ＪＲの三ノ宮

の新ビルはちゃんと500億いうて明示をして

います。その隣の雲井通５丁目のビルは1,00

0億いうて明示していますやん。 

  様々な都市再生の資料、国のホームページ

に載っていますけども、金額が載っていると

ころも、ないところもあるけども、民間でや

っているところでもちゃんと金額書いてある

ところはいっぱいあるんですよ。 

  だから、総事業費から算段して、７対３の

３の部分が幾らなんかというのは出さないと、

神戸市が本当に妥当な金額で買っているかど

うかというのは分からないわけでしょう。ど

の部分を使うのかというのも分からない。そ

の中で、110億円が倍の216億円になったから、

認めてくださいよというのはいかがなものか

というふうに思いますが、もう中原さんはい

いですわ。市長はどうですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 中原都心再整備本

部長。 

○理事兼都心局都心再整備本部長（中原 信

君） まずＪＲが500億とか、雲井通５丁目

の施設も、当然我々も承知してございますが、

一方で、例えば神戸三宮阪急ビル、建て替わ

りましたけれども、あちらのほうは事業費は

公表されておりません。ですので、先生もお

っしゃいましたけども、民間事業者によりま

して、その判断は異なるものでございます。 

  今回のオリックスのグループにつきまして

は、そういうふうに今のところ申し上げてお

られますので、そういうふうにお伝えをして

いるということでございます。 

  それから、総事業費が分からないと庁舎の

議論はできないというのは、ちょっとそれは

私はそうではないというふうに思いまして、

先ほど申し上げましたけども、110億を議論

していただいたときにも、それは申し上げて

おりませんし、それから、今回216億という

御提案をしておりますが、これは庁舎分に係

る細かい積算のチェックというのは、当然の

ようにこれも一生懸命やっておりまして、ど

うしてもこのぐらいの増額をしているという

結論に至りましたので、議案を上程させてい

ただいているところでございます。 

  全体共有部分というのは、当然民間と市庁



 

－13－ 

舎でございますけども、そこにつきましては、

基本的に専有面積で案分をしていくというこ

とでございますので、どちらかがどちらかを

負担しているとか、そういうことは基本的に

ございません。ですので、全体事業費が分か

らないと庁舎の議論ができないということは

ないというふうに考えて、今回の議論をお願

いしたいというふうに思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 全体の総事業費が分か

らないのに、神戸市の持ち床の金額が幾らか

というのは、それは普通は分からないですよ。

市長、そう思いませんか。もう中原さんはい

いです。市長に聞いているんです。総事業費

をね。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 今回お願いしておりま

すのは、神戸市の庁舎の部分、にぎわい施設

も含みますけれども、この部分についての契

約金額の変更をお願いしているところであり

まして、その内容変更理由、また、この変更

に至るまでにどのような作業をして、どうい

う見直しを行ったのかということにつきまし

ては、中原本部長から詳細に御説明を申し上

げたところです。この点を十分勘案をいたし

まして、しっかり御論議をいただきたいとい

うふうに思っております。 

  確かに、今回の契約金額の変更はかなり大

幅なものです。しかし、これは全国的に見ま

しても、特にこの設備関係のコストの上昇が

大変大きいということ、これは全国的にも共

通をしております。その上で、私どもはしっ

かりと必要な仕様の見直し、外装や、あるい

はこの施設の配置の見直しも行った上で、そ

ういうコストの縮減も図りながら、そしてや

むを得ないところにつきましては、これは増

額をぜひお認めいただきたいということで、

その根拠なども中原本部長から詳しく説明を

させていただきましたが、ぜひその点につき

まして御理解を賜りたく存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） なかなか御理解は賜れ

ない。だって、全体のビルの総額が分からな

いのに、神戸市の払う費用はどうやって算定

できるんですか。それは絶対おかしいですよ。 

  しかも、中東情勢の影響は、今分からない

と。今後出てくるであろうという答弁もあり

ました。 

  今、民間事業者でさえ、建設費が高額にな

ったり、もうちょっと民間で造っても採算が

取れないようなことで、中止をしているとこ

ろが相次いでいるんです。これからこれを認

めると、際限なく事業費が増大をしていくの

ではないかと。特に２号館はまだ地下部分の

工事をしていますけど、これから建っていく。

今回も10か月、完成が遅れるという議案にな

っていますけども、本当に危惧しています。

これどこまで、神戸市の負担が増えれば、中

止とか見直しを判断するんでしょうか。市長

にお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 中原都心再整備本

部長。 

○理事兼都心局都心再整備本部長（中原 信

君） 今後のことは正確に見通せないという

のは、先ほど小松副市長からも答弁があった

ところでございますので、ただ、我々として

大事な事業でございますし、先ほど来申し上

げておりますように、民間事業者のほうもひ

としくこの高騰の影響を受けている中で、追

加の投資や事業の継続の意思を固めていただ

いておるというところでございます。 

  今回、御提示しております数字につきまし

ては、現時点ではございますけども、しっか

りと精査をした数字でございますので、今後

のところにつきましては、適切に対応すると

いうことしか申し上げようがございませんが、
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我々としては大事な事業でございますので、

民間事業者とともに着実に進めていきたいと

いう考えでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） どう精査したかも分か

らないのに、そんなんを認めることはできま

せん。 

  この問題は、１つは民間主導でにぎわいを

つくる。２号館で言えば、ウォーターフロン

トへの中間地点でのにぎわいをつくる。市長

は2017年の１月の会見で、誰もが市民は望ん

でいるだろうと言いましたけど、市民はそん

なこと望んでませんよ。110億円が倍の216億

円に、106億円も、まあ言うたら市民負担が

増えたこと、こんなん絶対納得できません。 

  それで、この問題は、１つは神戸市が主導

する三宮再整備は誰を支援しているのか。大

企業がいろんな優遇を受けて、もうけるチャ

ンスをつくろうというのが１つです。 

  あと、神戸市が100億円や10億円をぽんと

三宮再整備には出すと。お金の使い方の問題

だと思います。民間企業が主導する三宮再整

備に10億と言うただけで、市民はびっくりし

ますよ。それが２号館だと100億ですよ。こ

んな巨額なお金をぽんと出す。 

  一方で、物価高や資材不足で苦しむ市民や

中小業者に対しては直接の支援は何もない。

５月13日に新長田でフードサポート事業が行

われました。多くの議員も来られていました

が、1,200人以上の市民が25度を超える暑い

中で、朝早くから鉄人広場に２時間・３時間

と並ぶ。物資を受け取るのは、その後の３時

間・４時間後。１時間半並んだけども、もら

えなかった市民も多数出ました。13時のオー

プンとビラに掲載されているのに、11時50分

には整理券の配布が終了しました。本当に多

くの皆さんがこれは何やと。本当に市長への

批判をいっぱい聞きました。これが本当に市

民への持続可能な支援ですかと。私は愚策中

の愚策だと思います。 

  文化ホールについても一言申し上げます。 

  現在の文化ホール、大倉山の文化ホールの

中ホールは、雲井通６丁目のホールが完成す

るまで使用すると約束をしていたにもかかわ

らず、雲井通５丁目の大ホールが完成したら、

大倉山を閉鎖することを神戸市が決めました。

定期的に中ホールを使っている演劇や音楽や、

いろいろ文化団体から、神戸市は本当にうそ

をつくんかと。どないかしてくれというふう

に言われました。 

  約束を反故にして、議会で言ったら、老朽

化で修繕がお金がかかるから、三宮は10億や

100億をぽんと出すのに、老朽化、修繕しな

ければならない大倉山の文化ホールにお金は

出さない。雲井通６丁目のビルはこれから建

設費がどうなるのか分からない。完成がいつ

になるかも分からない。中・長距離バスの需

要がどうなるかも分からない。現在の世界の

情勢から見ても、建つのか、いつできるのか

が分からないような状況です。 

  大倉山の文化ホールの継続も重ねて要望し、

三宮再整備よりも、本当に今困っている市民

の皆さん、事業者の皆さんを助ける予算と施

策が必要だと申し上げて、質問を終わります。

（拍手） 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。 

  質疑は終わりました。 

  それでは、本件は、お手元に配付いたして

おります議案付託表のとおり、それぞれの所

管の常任委員会に審査方を付託いたします。 

  次に、日程第９ 議員提出第31号議案を議

題に供します。 

  この際、申し上げます。 

  本件については、地方自治法第117条の規

定により、該当の方は除斥されることとなっ

ておりますので、御退席願います。 

  （該当議員退場） 

○議長（よこはた和幸君） 本件は、市会議員

在職15年の長きにわたり、常に市政の発展に
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尽力され、市民の福祉増進に寄与されました

味口としゆき君、しらくに高太郎君、山下て

んせい君の功績にお報いするため、本会議の

決議をもって表彰しようとするものでありま

す。 

  本件に関し、発言の通告もありませんので、

本件は委員会の付託を省略し、原案のとおり

決しまして、御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  よって、本件は全会一致をもって原案のと

おり可決されました。 

  （該当議員入場） 

○議長（よこはた和幸君） ただいま入場され

ました被表彰議員に申し上げます。 

  議員提出第31号議案は全会一致をもって原

案のとおり可決されました。 

  この際、被表彰議員を代表して、味口議員

より御挨拶がございます。 

  30番味口としゆき君。 

  （30番味口としゆき君登壇） 

○30番（味口としゆき君） 本日、表彰の栄に

浴しました議員を代表いたしまして、私より

一言お礼の御挨拶を申し上げます。 

  ただいま全会一致で市会議員在職15年の表

彰議決をいただきましたことは、ひとえに皆

様方の長年にわたる格別の御指導・御支援の

たまものです。心から厚く御礼を申し上げま

す。 

  本日の表彰の栄誉に応えるためにも、これ

まで以上に努力と研さんを重ね、市政の諸課

題に取り組んでまいりたいと決意を新たにし

ておるところでございます。 

  皆様方におかれましては、今後ともより一

層の御指導・御鞭撻を賜りますよう心よりお

願いを申し上げまして、甚だ簡単粗辞ではご

ざいますが、お礼の御挨拶とさせていただき

ます。 

  本日は誠にありがとうございました。（拍

手） 

○議長（よこはた和幸君） 御挨拶は終わりま

した。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  この際、申し上げます。 

  次回本会議は、来る５月22日午前10時に開

きます。 

  なお、ただいまの在席の各位には、文書に

よる開議通知を省略させていただきますので、

さよう御了承願います。 

  本日は、これをもって散会します。 

   （午前10時45分散会） 
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